
 ２ ０ ２ ４ 年 ３ 月

 在香港日本国総領事館

 

 

 「領事・旅券手数料」の改定について

 

２０２４年４月１日以降に申請される各種証明や旅券発給に係る手数料額について、下

 記のとおりお知らせします。 

 なお，これまでの手数料額から改定はありません。

 

 

 記

 

 

                                                    　 　 　 (単位：香港ドル) 

～2024年3月31日 2024年4月1日～

 在留証明  70   70

各 身分事項証明  70   70

種 署名（拇印）証明  90   90

証 印鑑証明  90   90

明 翻訳証明  240  240

運転免許証明  120  120

 １０年旅券 　890   890 

旅 ５年旅券（１２才以上）   610   610 

 ５年旅券（１２才未満）  330  330

 券 残存期間同一の旅券  330  330

帰国のための渡航書  140  140

    (注)　上表は、主な証明・旅券のみを抜粋したものです。その他については、お問合せください。 


